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障害のある若者の f自立jに関する考察

はじめに

本稿は、これまで議論されてきた障害者の自立

の概念を通して、障害のある若者が自立するとい

うことの意味を、若者が自立した「大人になるJ

という視点、から検討するものである。

近年、障害者の蕗立は重要な課題となっている。

これまで、何をもって障害者の癌立とするのか、

その概念をめぐってさまざまな議論がなされてき

た。その議論の中では、「障害があるゆえJの

の困難さに焦点が当てられてきたけれども、それ

は障害があるゆえに被らなければならない不利益

が多すぎるためである。たとえば障害のある若者

の教育や就職の機会を考えてみれば、障害のない

若者よりも障害のある若者が不利な立場におかれ

ていることは明らかである。したがって、その状

洗を具体的に説明したり証明することを通して、

その不利益を是正する方向に向かわせることは重

要である。

その重要性を認めたうえで、樟容の有無にかか

わらず、どんな若者にでも共通する自立した「大

人になるjということの意味を考えてみたい。今

日では「大人になるJということの意味はあいま

いになりつつあるが、それでも、年齢や身体の成

熟、就労や経済的自立、法的な責任、社会的な責

任などが大人としての指標となることは変わりが

ないだろう。もし、それら諸々のパーツがすべて

達成されたときに f大人jと認められるとすれば、

一体どれだけの若者が「大人Jになれているので

あろうか。「大人jになるということは、障害のな

い若者にとっても非常に難しい開題となってい

る。しかし、障害のある若者に関しては、樟客ゆ

えに被っている不利議にもかかわらず、いいかえ

太田こずえ

れば「大人になるJことが盟難な状況に置かれて

いるという前提がありながらも、彼らの自立が障

害のない若者以上に、さまざまなレベルで問題の

組上に載せられてきた。その中で、ノーマライゼー

ション思惑の展開や自立生活運動(Independent

Living Movement : IL運動)の展開は、それ以前

からいわれていた職業的・経済的自立およびADL

(Activity of Daily Living :日常生活動作)より

も、より普遍的なものとして、自己決定権を行使

した自立を捉える契機となった。この自立観は、

就労による経済的自立やADL自立が不可能な障

害者にも自立が可能で、あることを示したという意

味で、障害者の自立観に変化をもたらした。しか

し、この自己決定権を行使した自立も、それ以前

の自立の中心概念であった職業的・経済的自立と

同様に、異体化については課題が残されている。

そこで本稿では、まず、若者が「大人になるJ

ということに関する議論を検討し、若者における

自立のあり方を提示する。次に、これまでにいわ

れてきた揮害者の自立に関する議論の整理を行

い、障害者における自立のあり方を探る。そして、

「大人になる」ことの意味を、障害者の自立に適用

して検討することにより、従来の障害者に関する

自立概念がもっ課題を明らかにし、その解決の展

望を示したい。

1. r大人になるjということ

「大人であるとは(中略)自立したシティズン

シツプを持った状態であるJ[J ones et al. 1992 : 

訳書3…4]。シティズンシップ1)概念を提起した

マーシャルは、 fシティズンシップとは、ある共i司

社会の完全な成員である人びとに与えられた地位

身分である。この地位身分をもっているすべての
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人びとは、その地位身分に付与された権利と義務

において平等であるJ[Marshal et al. 1992 : 

37戸と定義している。しかし、マーシャルの最初

のモデルは、 f暗黙のうちに、男の稼ぎ予の被扶養

者として妻と子どもがおり、その稼ぎ予を通して

家族の収入や権利が生まれるという、規範的な核

家族に基づいてJ[Jones et al. 1992 :訳書226J

いると指摘されている。また、リスター[Lister

1990Jは完全なシティズンシツプを獲得するには、

経済的に告立しなければならないということも指

摘している。この意味においては、イギリスでは

「社会保障という国家の安全網は、若者をこ十歳台

半ばになるまで、親に依存した子どもか、あるい

は半依存の子どもと見なし続けているJ[Jones et 

al. 1992 :訳書2Jのである。これがもし障等のあ

る若者であれば、なおさら親に依存し続ける可能

性は高くなる。障害を持ちながら、経済的に自立

してシティズンシップを獲得するのは困難なのが

現状だからである。

マーシャルのシティズンシップ論をベースにし

て、若者が「大人になるJということを検討した

ものとして、ウォーレスらの研究がある。ウォー

レスらは若者が大人の地位を達成する「指標Jと

して、私的(privately)、公共的(publicly)、公式

的 (officially)の3つの f指標J(markers)をあ

げている。これは、前産業社会における大人の地

位達成のしるしであった「通過儀礼jに代わるも

のであるという[Jones et al. 1992J。

私的な指標とは、必ずしも他人によって承認さ

れたものではないが、重要な地位の「取得jかも

しれないという類のもの(初めての性体験、初め

ての飲酒など)、公共的な指標とは、主に家族や共

同体からの認知を得るもの(婚約パーティ、結婚

式等)、公式的な指標とは、資格証明書や失業手当

を得る権利、または抵当権の授与などであるとし

ている O

この見方は、若者が「大人になるJ過程におけ

るいくつかの側面をあらわしたものであるが、自

立のあり方を考えるうえで参考になるものであ

る。それぞれの月話標jを若者の自立の場面にあ

てはめてみると、私的な指標とは、家庭とは別の

場において、友人や仲間との人間関係の中から得

られる経験であり、公共的な指標とは、親族や学

校あるいは地域などのイベントにおいて「一人前J

としてみなされる地位を与えられることであり、

公式的な指標とは、公的に認められた教育機関へ

のアクセスや各種保検を保障された収入を得られ

る職業に就くことなどによるものであるとみなす

ことができる。

3つの「指標Jを青年期の障害者にあてはめて

イメージしてみると、まず、私的な指標は、家族を

離れた場所で偲人として人間関係を作り上げるこ

と、公共的な指標とは、個人の fメンバ-Jとし

ての立場を明確に位置づけることが可能な場所に

所属すること、公式的な指標とは、ひとり立ちで

きる程度の紋入を得られる職業に就くか、家族の

援助なしで暮らせるだけの所得水準に叢ることで

ある O 実際には、障害者がこういった f指標jに

辿りつくためのアクセスは、障害を持たない者よ

りも、より多くの社会資漉を必要とするであろう

し、家族の経済状況や役割がもたらす影響も大き

いと考えられる。そこで、障害者が「大人になる」

ことに関連して、さまざまな側面における自立を

概観し、障害者の自立における課題を検討する。

2. r障害者の自立j研究

障害者の自立が課題となる以前の段階では、障

害者は遺棄、放置、監禁の対象、あるいは見世物

で、あった。農村や漁村などの第一次産業が主な産

業の地域では、障害があっても労働が可能な範囲

であれば、労働の担い手として仕事をしていた者

が多く存在していたであろうことは想像に難くな

い。しかし、都市では物乞いや見世物として生計

を立てるより方法がなかった者もいたであろう。

わが閣においては、第二次世界大戦後、傷捷軍

人を対象に公的な補償がなされ、戦傷者の社会複

帰対策から運動機能回復訓練、つまり医療分野に

おけるリハビリテーションが行われた。これは、

のちに障害者の自立をADL自立として捉える

え方に通じていく。しかし、この時点では、これ
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はいわば「公傷jに対する補償の一環であり、「私

傷Jとしての障害、すなわち遺伝や病気や私的事

故による欝害者がりハどりの対象となることはな

かった。その後、わが国の障害者福祉施策は、 1947

年の児童福祉法成立により、 18歳未満の障害児に

対して援護・保護・指導が実施されたことからは

じまり、 1949年には、 18歳以上の身体障害者を対

象とする身体揮筈者福祉法が成立した。そこで初

めて樟害者に対する職業的な更生、つまり職業的

自立について言及された。しかし、職業的な更生

が望みにくい重度障害者や難病者は、障害者福祉

施策が講じられてからも、その世話は全面的に家

族に委ねられ、白立の対象から排除されていた。

とりわけ精神障害者は、長年、植祉ではなく寵療

や保護の対象とみなされており、社会防衛的な意

味合いが強く、長期入院などの隔離された状態に

寵かれることを余犠なくされている者がほとんど

であった。

しかし、近年では、このような障害者の取り扱

いに関して疑関が提起きれ、障害者にとっても自

立が課題とされるようになった。障害者の自立に

関してはいくつかの議論がなされているが、立岩

(1999)は、自立を次の 3つに整理している 3)0r自
立jとは、まず①安定した職業に就くこと、経済

的に他人に依存せずに暮らすこととして、すなわ

ち f職業自立Jr経済的自立jとして理解される。
そして次に、②「身辺自立Jr日常生活動作jの自
立 (rADL自立J)を意味する。これらのいず、れで

もない自立が、③賭害者の自立生活運動の中で主

張された自己決定権の行使を意味する自立であ

る。

①②の自立は、韓警の有無にかかわらず、誰し

もが子どもから大人になる段階で達成されるべき

自立と考えられてきた伝統的な自立観と言えるで

あろう。しかし、①②の自立が罰難な状況におか

れている障害者(とりわけ障害の震い者)が③の

自立概念を表明したことにより、自立そのものの

捉え方に変容が生じたのである。以下では、立岩

(1999)の整理に従いながら、障筈者の自立の捉え

方の変遷を、若者が「大人になるJという視点か

ら分析する。

(1)職業的・経済的自立

従来からいわれている経済的自立とは、自らが

就労した上で達成される自立のことであるo 障害

者分野においては、身体障害者福祉法制定からそ

の一部改正まで、自立とはこの経済的自立を指し

ていた九そのため、障筈兇学校高等部での教育

は、 rl日文部省が打ち出したf職業教育としての高
等部教育jを受けて、適応主義的な職業自立を一

方的に生徒に求めるところが強かったJ[圏本

2003: 105Jのである。現在でも身体障害者や知的

障害者は、学校教育の段階で、職業的自立を百指

すための語11績が施されているが、「職業教育という

ことも、高等部までで完成させ、職業的自立=社

会的自立を達成させると捉えるのではなく、卒業

後の職業相談や各種の職業訓練などの各諸機関や

企業など就職先との連携システムを制度的に保障

していくことの方がむしろ大切J[田中 1997: 40J 

だと考えられているo

盲・草壁・養護学校高等部卒業者の進路をみてみ

ると、 2003年度の就職者の割合は、養護学校(全

卒業者数に占める比率20.1%)、宮学校(関

11.9%)、聾学校(関 31.7%)となっている。大学

等進学者数(大学・想期大学の通信教育部への進

学者数を含む)が、養護学校(全卒業者数に占め

る比率1.4%)盲学校(同 43.4%)、襲学校(詞

47.0%)、専修学校(専門課程)進学者数は、

学校(全卒業者数に占める比率0.3%)、富学校(同

0.7%)、聾学校(間 2.5%)となっているめことか

らすると、就職者が低い割合にとどまっている理

由は進学者が多いからというわけではない。

・養護学校高等部以外の高等学校卒業者の大学

等への進学率が半数以上6)であることと比べる

と、極端に低い割合である。また、企業の法定雇

用率の達成率が低い7)ことや、これらの少ない就

職者のうち、一般就労が困難な者が福祉工場や小

規模作業所などのいわゆる福祉的就労という選択

肢をとっていることを考慮すれば、障害のない若

者が実現するような「一人前jとみなされる程度

の賃金を受け取っているのは限られた者であろ
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う8)。したがって、職業訓練も必ずしも就労による

経済的自立に結びついていないことがわかる。

一方、職業的自立による経済的自立のみが自立

と捉えられるわけではなく、賃労働にならずとも、

働くことが不可能だといわれてきた揮害者の「働

くことJそのものが重要であるという視点、がある。

この視点、は、糸賀一雄を中心とした近江学園で提

唱された f発達保障の考えJ(発達保障論)と、青

年期・成人期障害者の労働と発達を課題として活

発化したとされる「共同作業所づくりJ運動から

はじまったものである〔秦2003J。わが国において

働くことによって自立するという意味合いが、必

ずしも経済的な自立を指すものではなくなったの

は、この発達保障の理論が支持され、小規模作業

所(共同作業所)などにおける労働が障害者の労

働の場として位鷺づけられてからであろう。

さまざまな社会資源が不足していることによっ

て、障害者の就労や就労による経済的自立が臨難

な状況に龍かれている以上、障害者の就労の意味

づけとして、この視点は重要であるといえる。し

かし一方で、発達保樟の理論に関しては、「障害児

者と非障害児者の日常的交流、共生を積極的に促

進する弱さJ[定藤ほか 1993:けがあるという指

擁もなされている。この指摘は、労織を通しての

発達保障や職業教育の重要性を妨げるものではな

いが、障害のない者と比べ、障害のある者は、与

えられる教育や、教育の場から就労の場への移行、

働く場そのものを選ぶチャンスが制限されること

が多い。障害の有無によって、教育と就労の選択

の幅にあまりに違いがあるという点には着目しな

ければならない。

(2) ADし自立

ADL自立は、職業的・経済的自立を果たす前提

条件として、とりわけ睦療分野では絶対的に重要

なものとされており、国探障害者年まで(1980年

頃)は、 ADL自立を自立とみなす考え方が強かっ

た。

を中心に行われてきたことと関連している。小津

(2000) によれば、~療分野におけるリハピリテー

ションは、若い戦傷者が社会復帰するためには効

果をもたらしたが、一方でリハビリテーションを

運動機能回援部憾として狭く捉える傾向を助長し

た。もともと ADL自立は職業的自立を念頭にお

くものだが、実際にはADL自立のための訓練を

施しても職業的自立が困難な重度障害者や、かつ

ては ADL自立が達成されていたが病状によって

ADL自立の状態が行きつ戻りつする精神障害者

などには、必ずしも適したものではなかった。し

かし、 ADL自立が「できない」ということは、入

所路設(精神障害者の場合は医療機関)への隔離

か、家族への依存を意味するものであったため、

ADL自立のための訓練やリハビリは長い簡続け

られたのである。

1970年代になり、震度障害者による自立生活運

動や、知的障害者の人権を擁護するノーマライ

ゼーション思想、が広がりをみせた。これらは障害

者の自立を ADL自立の重視から QOL(Quality 

of Life)向上を目指すものへと見車す必要性を迫

るものであった。

ノーマライゼーションには「問イむとしてのノー

マライゼ…ションjと「異化としてのノーマライ

ゼーションJの二つの側面が考えられるという。

小津 (2000)は、この二側菌を次のように解説し

ている。「第Iは、入所施設による収容臨離政策へ

の反省であり、障害者の生活を一般の市民生活に

近づけていくことを白標にする考え方で、これを

ノーマライゼーションの同化的側面と呼んで、い

るo (中略)第2は、障害者に生じている不平等に

対して行政が積極的に介入し、障害者向けの特別

なサービスの提供によって、瞳害者を含んだすべ

ての自民の実質的な平等の保障をめざす考え方で

あり、これをノーマライゼーションの異化的側面

と呼んでいるJ[小津2000:56-7J。

ADL自立には、障害者に対し、健常者と同じよ

ADL自立を自立として捉える考え方は、第2次 うに社会に適応するべきだという、 i帯化としての

世界大戦の戦場者の社会復帰対策から、リハビリ ノーマライゼーションのもつ危険性がともなって

テーションが医療分野において運動機能回複訓練 おり、家庭や施設での生活の中で、 ADL自立を強
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要せざるを得ない状祝が生じてきたという側面が

ある。わが国の場合、障害者の生活は家族介助が

あるということを前提としており、この意味では、

家族も社会から孤立して障害のある子どもの面倒

をみることを強要されている。障害者の親とりわ

け母親は、 f親なきあとJ自分が面倒を見られなく

なったあとのわが子の行く米を憂癒して、円動けな

いならば、せめて自分のことは自分でできるよう

にjと、 ADL自立のための訓練に力を入れるので

ある。障害児を生んだ母親は「寝ちに外部から悶iI

練を施す母親』、 f介助する母親jとなることが要

請されJ[土麓2002:152J、それらは規範化され、

さらに fがんばる母親jとして努めなければなら

ない。施設入所は、騒が障害のあるうとどもの面倒

を見られなくなったときの最終手段という側面が

ある。入所施設は、親たちが行政に要望したり、

親自身が資金を拠出することによって設立され

る。これは、たとえば中年にさしかかった「いい

年をしたJ子どもの将来の行く末を、年老いた親

が心配して家を建ててあげるようなものである。

障害のない子どもであれば通常は考えにくい発想

である。障害を持った子どもを持つがゆえに、親

は成人した子どもの面倒を心配しなければならな

いという情況に追い込まれているのである。一方、

障害を持った子どもの側からみれば、自立とは「自

らを子供扱いし続け、行為主体となることを妨げ

るような、 f障害者の母親jとの関係からの脱出で

あり、またとくに摩擁が生じる介助関係からの脱

出であるj 2002: 217Jとも言えるだろう O

欧米の障害者解放運動(ノーマライゼーション、

自立生活運動)が「脱施設Jをうたうのみである

のに対し、日本の場合は「脱施設jに加え「脱家

旗jが含まれている点が日本の瞳害者運動の特殊

な状況であるという指摘もある[要田1999J。

このように、ADL自立が絶対的なものとはみな

されなくなったとされる 1980年代以降も、子ども

が「大人になるj過程において通る道筋、すなわ

ち親の元を離れ、他人との関わりの中で(必要な

介助や支援を他人から受けながら)生活すること

にかかわる ADLの開題は、親子関係や公的介助

や所得保障の開題と絡まりあって、障害者の日々

の生活に影響を与える重要な課題として残されて

いるのである。

( 3 )自己決定権を行使した自立

就労による経詩的臨立やADL自立が、 f義務と

しての自立Jであったのに対し、自己決定権を行

使した自立は f権利としての自立Jである[加藤

1997Jとされる。

まず、 f自立」を障害の有無にかかわらず、経済

的に他人に依存せずに生活することであるとする

ならば、親や配偶者などの家族に経済面で部分

的・全面的に依存しているものは、誰しもが自立

していないということになる。また、障害の程度

が重度であればあるほど、 ADL自立は国難であ

る。しかし、重慶身体障害当事者が起こした「青

い芝の会jに代表される自立生活運動が起こるま

では、障害当事者fJlUからの自立のあり方はほとん

ど問題にされてこなかった。 1970年代のわが閣に

おける自立生活運動は、障害者を抑圧するもので

ある「家族jと「施設Jから脱出し、自己決定権

を行使した上での自立生活を目指すものであっ

た。彼らの「自立生活jの中で主張された「自立J

Ondependence) 9)とは、「介助など種々の手助けが

必要であればそれを利用しながら、告らの人生や

生活のあり方を自らの責任において決定し、自ら

が望む生活目標や生活様式を選択して生きるこ

とJ[立岩1999: 521Jを意味する。したがって、

この意味の自立は、就労による経済的な自立や

ADL自立とはまた異なった意味を持つことにな

る。自己決定権を行使した自立概念に立脚した場

合、経済的自立とは、就労によって果たされる出

立だけではなく、所得保障がなされた上で、家族

に介助面や経済閣で依存せずとも可能である自立

を指している。

しかし、現在において、その自立を実行してい

る障害者は、障害者全体のうちの「全くの少数派j

[安穣ほか1995:1]である。安積ら(1995)は、

「少数派であることは『普通jでないことを意味し

ないJとしているが、ぞれは自己決定権を行使し

た自立を可能にする条件が検討されてこなかった
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ことと関連している。障害者が自己決定するにあ

たって、当事者自らが自己決定や自己選択を求め

ていくことが重要であるが、当事者から要求が出

されるまでのプロセスが考慮されていない。「たと

えば青年の自立などにおいては、かつてより経済

的自立が必ずしも中心的課題ではなかったJ[加藤

1997 : 40]という指摘にもあらわれているが、若

者が大人になる過程においては、さまざまな社会

経験が重要であるということはいえるだろう。こ

のような経験は社会に参加していくなかで得られ

るものである。たとえば、教育や就労との関係に

おいては、職業訓練を重視した教育のみではなく、

障害のない若者ならば当然に享受するはずのアカ

デミックな教育を受けること、まずまずの給与を

得られる待遇で就労することが、社会に参加する

ということの意味なのではないだろうか。このよ

うな場にコミットしていくなかで、家族だけでな

く、学校や職場あるいは地域の人びととの人間関

係を築くことになり、それが自己決定能力や自立

性を培うことにつながっていくのである。それが、

どもから「大人になるjということである。こ

のように考えると、就労による経済的自立や ADL

自立は、 f義務としての岳立Jであると同時に「権

利としての自立jとして捉えることもできる。し

たがって、自己決定権を行使するまでのプロセス

が重要であり、自己決定権を行使した自立のみが

f権利としての自立jなのではないということがい

えるであろう。

( 4 )障害者と 3つの自立

これまで、障害者の自立に関しては、私的な領

域における自立は、ADLとそれにまつわる家族関

係などの脱家族や脱施設に関わること、公式的な

領域における自立は、就労して経済的に自立する

ことや所得保障に関することに焦点、があてられて

きた。

しかし、先にみた、わが留における障害者の職

業的・経済的自立は、職業訓練を通じた就労によ‘

る経済的自立すなわち公式的な自立が目指されて

はいるが、実際は福祉的就労などの経済的自立に

つながらない就労であり、就労による経済的岳立

は実現していなしユ。また ADL自立も、実質的には

家族に丸投げの状視で自指されたものである。そ

してこういった状況は現在も続いており、たとえ

ば一般の若者においてはひとつの自立の形態とも

いえる離家、すなわち家族からの形式的な自立が、

障害をもっ若者においてはほとんど達成されてい

ない10)。

また、自己決定権を行便した自立は、社会サー

ピスが不足しており 11)、離家できるだけの所得保

障がなされていない状況においては、ほとんどそ

の権利を行使する余地がないのが現状である。自

己決定に至るプロセスが確保されていない段階

で、就労や ADLがfできないjと開きなおること

は、障害者が就労によって経済的自立を果たすこ

とや、ADL自立が重要ではないという方向に向か

う危険性をはらんでいる。つまり、その開き重り

の自己決定をすることが自立した「大人になるJ

こととみなされてしまうことは、障害のない若者

なら当然にコミットするであろう、 f大人になるj

ための教育や就労の場から緯害者が排除され、社

会的サポートが不必要であるかのような考えにつ

ながるかもしれない。この意味では、職業的・経

済的自立や ADL自立と向様に、告己決定機を行

使した自立も社会的なサポートがないまま障害者

や家族に強制され、 f大人になるJことを選択でき

なくさせる可能性があることを看過してはならな

い。若者が「大人になるj過程が、「家族という私

的領域と、雇用(労働市場)および国家(社会保

障)という公共領域の聞で時間の経過とともに進

むものJ[宮本2002:274]であることを前提とし

て考えれば、 3つのどの自立であっても、障害者

自身が自らの望むものを要求し、自己決定や自己

選択に至るまでのプロセスをサポートする社会

サービスが検討されなければならない。

おわりに

シティズンシップ概念を適用して「大人になる」

ということを定義すれば、経済的自立は必須とな

る。障害を持つ者が完全なシティズンシップを獲

得するには、障害者個人に対する完全な社会保障
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が確立しなければならないだろう。しかし、勝又

(2004)の調査によれば、障害者の給付は現物給付

に舗っており、所得保障の対象となっているのは

重度障害者だけであることが明らかになってい

る。また「現金給付では年金給付と手当てを併給

し、生活費用に充てる場合が多い。しかし、年金

や手当てだけでは、介護サービスやホームヘルプ

サービス等を必要とする障害者の生活費には十分

な額にならず、生活保護の他人介護加算を受給す

ることで自立した生活が可能となっている人が多

いJ[勝又2004:171Jというように、わが閣にお

いては、韓害者の経済的自立の程度は低いレベル

のままである。また、韓害者が現実的に岳己決定

権を行使して生活を組み立てていくためには、利

用できる社会サービスが整備されなければならな

いだろう。

障害者が地域生活を送る上で、利用できる社会

資源のひとつとして、 2004年度現在、全留で6000

か所以上が設置されている小規模作業所は住自す

べき存在である。小規模作業所は、障害者が自立

するために利用できる社会資掠がほとんどない状

況の中で、さまざまな理由によって一般就労が掴

難である障害者が、福祉的就労という就労形態を

もって働く場として発展してきた。福祉的就労を

行う場として法定の通所型授産施設と法定外の無

認可施設である小規模作業所を全国の自治体にお

ける設置率で比べてみると、無認可の小規模作業

所が大きく上回っており 12)、障害のある成人約9

万人が利用している。小規模作業所では、すべて

の障害種別に共通するものとして、働く場として

のみならず、生活の場や自助グループ的な活動の

場となっている。働くことによって経済的に自立

するという点については、現実的な就労訓練には

なっていないという指摘や、一人暮らしするには

程遠い賃金であるという事実もある 1九しかし、

活にかかわることや仲間作り、{動いて賃金を得る

という経験をすることは、 f大人になるJ過程にお

ける私的、公共的、公式的な「指標」にアプロー

チするという側酷をもっている。また、小規模作

業所が果たす役割は、私的領域と公共領域をつな

ぐという意味においても、可能性があると考えら

れる。

障害者が自立した「大人になるJためには、公

共の場、公式的な場にコミットできるようにしな

ければならない。障害者の自立はいずれの意味に

おいても、検討されなければならない課題である。

しかし、そこでは、障害があるがゆえに「自立J

を護得し難いということに焦点が当てられてい

る。障害の有無にかかわらず、誰しもが「大人に

なる」という損点が不足していることが、自立を

望む輝害者がさまざまな意味で、家族に依存した

f大きな子どもJにさせられている原罰である。「大

人になりうるJ人々として樟害のある若者に向き

合っていく必要があるだろう。

i主

1)近代国家におけるメンバーとしての個人の地位

を表す用諮。億人と盟家の間の、権利と義務に関す

る契約を指す。たとえば、個人は投薬や納税の義務

を負い、国家は必婆に応じてケアや福祉事業を供給

する[Joneset al.1992J。

2)具体的には、市民的、政治的、社会的の三つの要

素からなるひとまとまりの権利である。市民的要素

は、個人の自由のために必要とされる諮権利から成

り立っている。政治的要素は政治的権利を認められ

た間体の成員として、あるいはそうした間体の成員

を選挙する者として、政治権力の行使に参加する権

利のことを意味している。社会的要素は経済的福祉

と安全の最小限を請求する権利に始まって、社会的

財産を完全に分かち合う権利や、社会の標準的な水

準に照らして文明市民としての生活を送る権利に

至るまでの、広範閤の議権利のことを意味してい

る。

3)立岩 (1999)と同様に 3段階に分類したものとし

て杉本 (1992)がある。杉本はわが罷の障害者福祉

行政における f障害者の自立観jの変遷を期間に分

け、次のように整理しているo第一の段階は、身体

障害者福祉法制定からその一部改正まで(1949年か

ら54年)で、職業的更生(経済的自立)としての自

立観であり、第ニの段階はそれ以降国際援害者年ま
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で (1954年から 80年頃)で、身辺自立 (ADLの自

立)も自立のー形態として見る段階である。第三の

段階がそれ以後であり、「ノーマライゼーションj思

想の導入などによって障害者が地域であたりまえ

に生活できる社会をめざす中で、さまざまな自立の

あり方がとわれるようになってきた段階である。

4 )障害者基本法第6条の「自立への努力jにおいて、

障害者に求められているものは、「進んで社会経済

活動に参加するよう努めjることであった[加藤

1997]。

5)文部科学省平成16年度学校蒸本調策。

6)向上。

7) r障筈者の雇用の促進等に関する法律jに基づき、
一般の民間企業(常用労働者団人以上の規模の企

業)はl.8%、特殊法人等は2.1%の割合に相当する

数以上の身体障害者又は知的際害者を雇用しなけ

ればならないとされているが、厚生労働省職業安定

局の平成16年度の統計によれば、法定雇用率未達

成の察i合は、一般の民間企業で57.5%、特殊法人等

は40.3%である。

8)やや古いがたとえば全家連保健福祉研究所

(1997)の1995年度における識査によれば、小規模

作業所利用者の工賃は月額王子均7149‘9円 (N=

708)である。

9 )これに「自律J(autonomy)の誌をあてることも

可能であり、実際この語が用いられることもある

1999]。

10)内龍府 (2004)によると、四歳以上の身体障害者

の342.6万人のうち 18.1万人、知的障害者の34.2

万人のうち 12.1万人、精神障害者の約260万人の

うち 34.5万人が施設入所あるいは懐療機関入院中

であることが明らかになっているが、いわゆる「自

立生活Jを送る者やグループホーム設置率(障害者

計画策定済の自治体においても設置率は28.3%に

とどまっている[きょうされん2003])および利用者

はいまだ少数であり、それ以外の在宅の障害者につ

いては、家族と同居している者が多数を占めると考

えられる。

11)たとえば、きょうされん(2003)の2002年度にお

ける調査によれば、ホームヘルプ、デイサービス、

ショートステイ、グ勺レ…プホームの居宅サービス事

業所がすべて向じ自治体内にある市底町村は全国

3234自治体のうち 45自治体(l.4%)のみである。

ホームヘルプの事業所が1か所でもある市区町村

は2587El治体(80.0%)であるのに対し、デイサー

ピスは433自治体 (13.4%)、ショートステイ 1264

8治体 (39.1%)、グループホーム 896自治体

(26.9%)である。

12) 2002年度の調査[きょうされん2003]では、 i蚤所

型授産施設を設置している市区町村が801自治体

(24.8%)であるのに対し、小規模作業所を設費して

いる市区町村は 1660自治体 (51.3%)である。

13)たとえば筆者が2003年度に札幌市内で行った調

査においても、何らかの作業を行い、給与を支払っ

ている小規模作業所35か所のうち 25か所が、 1日

50円あるいは時給100円、多くても月給3万円穏度

であった[太田2004]。
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